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○報告すべき対象者は、以下に該当する者（監督役又はこれに準ずる者を除く。）

ア　法人にあっては、役員（非常勤の者を含む。）、支配人、営業所等（営業所、事業所その
　他これらに準ずるものをいう。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを
　問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
イ　法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す
　る者
ウ　個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものである
　かを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的に（※）にその経営を支配している者

　※　「総株主の議決権の５／１００以上を有する株主若しくは出資の総額の５／１００以上に
　相当する出資をしている者（個人に限る。）」も記入すること。
　※　営業所長については、大和村との契約締結営業所の所長及び鹿児島県内に所在する営業
　所の所長を記入すること。




